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食料・農業・農村基本法及び

食料・農業・農村基本計画の概要



法律の概要

食料安全保障の確保

(1) 基本理念について、
① 「食料安全保障の確保」を「良質な食料が合理的な価格で安定的
に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態」と定義。

② 国民に対する食料の安定的な供給に当たっては、農業生産の基盤
等の確保が重要であることに鑑み、国内への食料の供給に加え、海外へ
の輸出を図ることで、農業及び食品産業の発展を通じた食料の供給能
力の維持が図られなければならない旨を規定。

③ 食料の合理的な価格の形成については、需給事情及び品質評価が
適切に反映されつつ、食料の持続的な供給が行われるよう、農業者、食
品事業者、消費者その他の食料システムの関係者によりその持続的な
供給に要する合理的な費用が考慮されるようにしなければならない旨を
規定。

(2) 基本的施策として、次の事項を規定。
① 食料の円滑な入手（食品アクセス）の確保（輸送手段の確保
等）、農産物・農業資材の安定的な輸入の確保（輸入相手国の多
様化、投資の促進等）

② 収益性の向上に資する農産物の輸出の促進（輸出産地の育成、
    生産から販売までの関係者が組織する団体（品目団体）の取組促進、

輸出の相手国における需要の開拓の支援等）

③ 価格形成における費用の考慮のための食料システムの関係者の理解
 の増進、 費用の明確化の促進等

環境と調和のとれた食料システムの確立

(1) 新たな基本理念として、食料システムについては、環境への負荷の
低減が図られることにより、環境との調和が図られなければならない旨を
規定。

(2) 基本的施策として、農業生産活動、食品産業の事業活動における
環境への負荷の低減の促進等を規定。

(1) 基本理念において、生産性の向上・付加価値の向上により農業の持続
的な発展が図られなければならない旨を追記。

(2) 基本的施策として、多様な農業者による農地の確保、農業法人の経営
基盤の強化、農地の集団化・適正利用、農業生産の基盤の保全、先端
的な技術（スマート技術）等を活用した生産性の向上、農産物の付加
価値の向上（知財保護・活用等）、サービス事業体の活動促進、家畜
の伝染性疾病・有害動植物の発生予防、農業資材の価格変動への影響
緩和等を規定。

農業の持続的な発展

(1) 基本理念において、地域社会が維持されるよう農村の振興が図られ
なければならない旨を追記。

(2) 基本的施策として、農地の保全に資する共同活動の促進、地域の資
源を活用した事業活動の促進、 農村への滞在機会を提供する事業活
動（農泊）の促進、障害者等の農業活動（農福連携）の環境整備、
鳥獣害対策等を規定。

農村の振興

背 景

○ 近年における世界の食料需給の変動、地球温暖化の進行、我が国における人口の減少等の変化に対応し、食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食

料システムの確立、農業の持続的な発展のための生産性の向上、農村における地域社会の維持等を図るため、基本理念を見直すとともに、関連する基本的

施策を定める。

食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律の概要（令和６年６月５日公布・施行）
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新たな食料・農業・農村基本計画のポイント
○ 従来の基本法に基づく政策全般にわたる検証及び評価並びに今後20年程度を見据えた課題の整理を行い、食料・農業・農村基本法を改正。

○ 改正基本法の基本理念に基づき、施策の方向性を具体化し、平時からの食料安全保障を実現する観点から、初動５年間で農業の構造転換を集中的に推し進める。

国内の農業生産の増大

安定的な輸入の確保

備蓄の確保

＋

＋

輸出の促進

食料の安定的な供給

食料安全保障の確保

（国内の食料需要減少下に
 おいても供給能力を確保）

農
業
の
持
続
的
な
発
展

食料自給力の確保
（農地、人、技術、生産資材）

○水田政策を令和９年度から根本的に見直し、
水田を対象として支援する水田活用の直接支払交付金を
作物ごとの生産性向上等への支援へと転換

○コメ輸出の更なる拡大に向け、
低コストで生産できる輸出向け産地を新たに育成するとともに、
海外における需要拡大を推進

○規模の大小や個人・法人などの経営形態に関わらず、
農業で生計を立てる担い手を育成・確保し、
農地・水を確保するとともに、
地域計画に基づき、担い手への農地の集積・集約化を推進

○サスティナブルな農業構造の構築のため、
親元就農や雇用就農の促進により、49歳以下の担い手を確保

○生産コストの低減を図るため、
農地の大区画化、情報通信環境の整備、
スマート農業技術の導入・DXの推進や農業支援サービス事業者の育成、
品種の育成、共同利用施設等の再編集約・合理化等を推進

○生産資材の安定的な供給を確保するため、
国内資源の肥料利用拡大、化学肥料の原料備蓄、主な穀物の国産種子自給、
国産飼料への転換を推進

○マーケットイン・マーケットメイクの観点からの新たな輸出先の開拓、
輸出産地の育成、国内外一貫したサプライチェーンの構築を推進

○食品産業の海外展開及びインバウンドによる食関連消費の拡大
による輸出拡大との相乗効果の発揮

➢農地総量の確保、サスティナブルな農業構造の構築、
生産性の抜本的向上による「食料自給力」の確保

➢輸出拡大等による「海外から稼ぐ力」を強化

農
業
経
営
の
「
収
益
力
」
を
高
め
、

         
 

農
業
者
の
「
所
得
を
向
上
」

・摂取ベース: 53%
・国際基準準拠 : 45%

○食料自給率

農地面積: 412万ha
○農地の確保

○サスティナブルな農業構造
49歳以下の担い手数: 
現在の水準
（2023年：4.8万）を維持

○生産性の向上
 （労働生産性・土地生産性）

・１経営体当たり生産量：1.8倍
・生産コストの低減：
（米）15ha以上の経営体

 11,350円/60kg→9,500円/60kg

（麦、大豆）2割減（現状比）

関
係
者
の
連
携
に
よ
る
持
続
的
な
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立

目標

目標

目標

○農林水産物・食品の輸出額
輸出額: ５兆円
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国民一人一人が入手できる

食品産業の発展

環境と調和のとれた食料システムの確立

食料の安定的な供給

物理的アクセス 経済的アクセス

不測時のアクセス

＋
＋

食料安全保障の確保

中山間地域等の振興、鳥獣被害対策

農村の振興

地域の共同活動の促進

多面的機能の発揮

農村との関わりを持つ者の増加

農業生産の基盤の整備・保全

合理的な価格形成

関
係
者
の
連
携
に
よ
る
持
続
的
な
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立

○原材料調達の安定化、環境・人権・栄養への配慮等食品等の持続的な供給のための取組を促進

○コストの明確化、消費者理解の醸成等を通じた
食料システム全体での合理的な費用を考慮した価格形成の推進

○ラストワンマイル物流の確保、未利用食品の出し手・受け手のマッチング、
フードバンク等の食料受入・提供機能の強化等を実施

○GXに取り組む民間活力を取り込み、脱炭素化、生産性向上、地域経済の活性化を
同時に実現する「みどりGX推進プラン(仮称) 」、新たな環境直接支払交付金や
クロスコンプライアンスの実施を通じ、環境負荷低減の取組を促進

○バイオマス・再生可能エネルギー利用等の農林漁業循環経済の取組を促進

○多様な者の参画等を得つつ、共同活動を行う組織の体制の強化により
農業生産活動の継続を通じた多面的機能の発揮を促進

○2025年夏を目途に「地方みらい共創戦略」を策定し、
「『農山漁村』経済・生活環境創生プロジェクト」の下、官民共創の仕組みを活用した、
地域内外の民間企業の参画促進や地域と企業の新たな結合等により、
関係人口の増加を図り、楽しい農山漁村を創出

○所得向上や雇用創出のため、
農泊や農福連携等、地域資源をフル活用し付加価値のある内発型新事業を創出

○生活の利便性確保のため、
自家用有償旅客運送等の移動手段の確保等の生活インフラ等を確保

○中山間地域等の振興のため、
農村RMOの立上げや活動充実の後押しによる集落機能の維持、
地域課題に対応したスマート農業技術の開発・導入、
地域の特色を活かした農業で稼ぐための取組を支援

➢食料システムの関係者の連携を通じた
「国民一人一人の食料安全保障」の確保

➢「食料システム全体で環境負荷の低減」を図りつつ、多面的機能を発揮

➢地方創生2.0の実現のための「総合的な農村振興」、
「きめ細やかな中山間地域等の振興」

国民理解の醸成○農業等に対する消費者の更なる理解や実際の行動変容につなげるため、食育等を推進

機会の創出＋経済面の取組＋生活面の取組

削減量: 1,176万t-CO2

○温室効果ガス削減量（2013年度比）

目標

市町村数：630

○農村関係人口の拡大が
 見られた市町村数

目標

○農村地域において
 創出された付加価値額
付加価値額：22兆円
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新たな食料・農業・農村基本計画に基づく今後の進め方
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○ 異常気象の頻発化や地政学的リスクの高まり等の激動する国際情勢や、
国内人口・農業者の減少・高齢化等の国内情勢の変化に伴い、我が国の食
料・農業・農村は、様々な課題に直面。

○ こうした中、平時からの食料安全保障を実現するには、本基本計画に基づ
く初動５年間の取組が極めて重要であり、この期間に農業の構造を大きく転
換する必要。

○ このため、本基本計画では、項目ごとに現状分析を行い、課題を明確化し
た上で、課題解決のための具体的施策を整理している。
 また、本基本計画に定める目標の達成に向け、施策の有効性を示すKPI
を設定し、毎年、目標の達成状況の調査・公表とKPIの検証を行い、
PDCAサイクルによる施策の不断の見直しを実施する。

○ 本基本計画の実効性を確保するためには、地域ごと・分野ごとの実態や
ニーズ等を的確に把握・分析しつつ、食料システムに関する幅広い関係者・団
体等の参画と相互連携・協働により、施策を推進する必要がある。
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果樹農業の現状と課題
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